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い
る
。
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
有
難

い
。

二
月
講
演
要
旨

千

　

葉

　

一

族

千
葉
氏
は
桓
武
平
氏
で
あ
る
。

桓
武
帝
の
曾
孫
、
高
望
王
は
寛
平
元
年

（
八
八

九

）
平
の
姓
を
賜
り
、
上
総
介
と
な

っ
て
関
東
に

下
る
。
五
代
目
の
常
将
が
千
葉
小
次
郎
と
呼
ば
れ
、

千
葉
氏
の
初
代
と
さ
れ
て
い
る
。

常
将
か
ら
四
代
日
、
常
重
が
千
葉
郷
亥
鼻
台
上

に
館
を
築
い
た
。
そ
の
子
常
胤
か
ら
十
三
代
、
三

三
〇
年
間
、
こ
こ
を
本
城
と
し
た
が
、
享
徳
四
年

（
一
四
五
五

）
内
紛
で
焼
討
ち
さ
れ
、
当
主
胤
直

父
子
は
香
取
郡
多
古
で
自
害
、
家
督
は
従
弟
輔
胤

に
、
本
拠
地
は
印
播
郡
佐
倉
へ
移

っ
た
。

そ
の
後

一
三
五
年
、
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）

小
田
原
北
条
氏
滅
亡
と
共
に
歴
史
か
ら
消
え
る
。

代
々
の
当
主
は
下
総
介
を
称
し
、

「
千
葉
介
」

＊
題
名

‥

『
歴
史

の
み
ち
草

』

平

1lJ

並
ロ

之

と
呼
ば
れ
た
。

常
胤
、
広
常

常
胤
は

「
人
と
な
り
重
厚
に
し
て
勤
倹
、
衣
服

器
用
質
素
に
し
て
奢
ら
ず
」
と
評
さ
れ
た
。

頼
朝
が
石
橋
山
の
合
戦
に
敗
れ
房
総
へ
舟
で
逃

れ
た
と
き
、
い
ち
早
く
六
人
の
息
子
と
三
百
騎
の

手
勢
を
率
い
て
味
方
に
参
じ
た
。

頼
朝
は
喜
び

「
父
と
も
思
う
ぞ
」
と
言

っ
た
。

こ
の
思
い
は
終
生
変
わ
ら
ず
、
功
臣
を
賞
す
る
に

常
に
首
位
を
以

っ
て
し
、
ま
た

「
常
胤
を
見
習
え
」

と
い
う
の
が
口
癖
だ

っ
た
と
い
う
。

常
胤
も
息
子
た
ち
と
、
西
海
の
源
平
合
戦
や
奥

州
の
藤
原
氏
追
討
な
ど
で
、
他
に
先
駆
け
て
働
い

た
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
内
で
重
き
を
な
し
た
。

柴 ‖
測 [

弘 柔
武 リ

例

会

の

お

知

ら

せ

◎
　
３
月
　
出
版
祝
賀
会

『
歴
史
の
み
ち
草
』
出
販
祝
賀
会
を

左
記
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

日
　
時
　
平
成
２２
年
３
月
２２
日

（
月

）

正
午
～
午
後
２
時

〈
ム
　
場
　
学
士
会
館

人
バ
　
費
　
７
千
円
　
会
場
に
て
集
金

３
月
の
自
由
執
筆
は
、
高
橋

（
由
）

・

新
井
　
松
川
の
諸
氏
　
締
切
り
３
月
末
。

◎
　
４
月
例
会

日
　
時
　
平
成
２２
年
４
月
２８
日

（
水
）

午
後
６
時
～
８
時

人
バ
　
場
　
目
黒
区
民
セ
ン
タ
１
　
７
階

テ
ー
マ

「
『
歴
史
の
み
ち
草
』
を
読
ん
で
」

４
月
の
例
会
は
、

『
歴
史
の
み
ち
車
』

読
後
感
想
会
で
す
。
従

っ
て
先
月
お
知
ら

せ
し
た
講
演
の
担
当
月
が

一
ヶ
月
ず
つ
繰

り
さ
が
り
ま
す
の
で
ご
諒
承
く
だ
さ
い
。

自
由
執
筆
は
島
津
隆
子

・
森
下
征
二

・

千
坂
精

一
の
諸
氏
　
締
切
り
は
４
月
末
。
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同
じ
く
千
葉
小
次
郎
常
将
か
ら
五
代
目
の
広
常

は
上
総
介
で
、
上
総
氏
を
称
し
て
い
た
。
上
総
は

武
器
と
な
る
良
馬
と
鉄
に
恵
ま
れ
、
動
員
兵
力
も

多
か
っ
た
。

し
か
し
頼
朝
へ
の
対
応
は
常
胤
と
大
き
く
違

っ

た
。
彼
が
二
万
騎
と
い
う
大
部
隊
を
率
い
て
頼
朝

の
も
と
へ
伺
候
し
た
時
は
、
既
に
関
東

一
円
が
そ

の
旗
風
に
靡
く
形
勢
と
な

っ
て
い
た
。
頼
朝
は
ひ

ど
く
不
機
嫌
で
あ

っ
た
と
い
う
。

広
常
は
態
度
も
大
き
か
っ
た
。
そ
の
昔
、
頼
朝

の
父
、
義
朝
が
上
総
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
、　
一
緒

に
な

っ
て
遊
び
ま
わ

っ
た
思
い
出
が
忘
れ
ら
れ
ず
、

他
の
御
家
人
の
よ
う
に
辞
儀
を
低
く
は
で
き
な
か

っ
た
。
頼
朝
に
出
会

っ
て
も
下
馬
の
礼
を
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は

「
公
私
共
に
三
代
の
間
、
未
だ

其
礼
を
な
さ
ず
」
と
多
勢
の
前
で
嗜
い
た
と
い
う
。

（
吾
妻
鏡

）
彼
は
失
脚
し
た
。

お
そ
ら
く
常
胤
、
広
常
二
人
の
両
総
平
氏
が
相

並
ん
で
営
中
に
威
を
振
る
う
こ
と
を
喜
ば
ぬ
者
が

譲
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
広
常
は
頼
朝
の
命
で
誅

殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
の
ち
冤
罪
と
解
り
、
頼
朝
も

後
悔
し
て
、
上
総
氏
の
名
跡
と
領
地
は
お
気
に
入

り
の
常
胤
の
孫
、
常
秀
に
継
が
せ
た
。

両
総
平
氏
の
勢
力
半
減
を
企
ん
だ
者
は
失
望
し

た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
機
会
は
や

っ
て
く
る
。

上
総
氏
を
つ
い
だ
常
秀
の
子
秀
胤
は
三
浦
氏
の

娘
を
妻
に
む
か
え
た
。
北
条
氏
は
頼
朝
な
き
あ
と
、

梶
原
、
畠
山
、
比
企
、
和
田
と
有
力
御
家
人
を
次

々
と
葬

っ
て
き
た
が
最
後
に
三
浦

一
族
を
挑
発
し
、

つ
い
に
こ
れ
を
討

つ
機
会
を
迎
え
た
。
宝
治
の
合

戦

（
宝
治
元
年

（
一
二
四
七
〉
）
で
あ
る
。
北
条

時
頼
の
狙
い
は
、
三
浦
氏
よ
り
も
上
総
氏
で
は
な

か
っ
た
か
。
妻
の
縁
で
秀
胤
が
三
浦
と
共
に
立
つ
、

こ
れ
を
討
つ
こ
と
が
北
条
氏
の
本
当
の
狙
い
で
あ

っ
た
と
私
は
思
う
。
罠
に
嵌
り
敗
れ
た
上
総
氏
の

所
領
は
執
権
北
条
氏
に
よ
り
、
足
利
ら
他
の
御
家

人
に
分
け
与
え
ら
れ
た
。
千
葉
勢
力
は
半
減
し
た
。

頼
胤
、
東
　
常
縁

頼
朝
は
常
胤
を
鎮
西
の
監
職
と
し
、
肥
前
国
小

城
郡
晴
気
城
を
与
え
た
。
以
来
子
孫
代
々
小
城
郡

の
地
頭
で
も
あ

っ
た
。
文
永
十

一
年

（
一
二
七
四
）

蒙
古
襲
来
す
る
や
幕
府
は
全
国
に
動
員
令
を
下
す
。

肥
前
の
地
頭
た
る
千
葉
氏
は
当
主
頼
胤
自
ら
嫡
男

宗
胤
を
つ
れ
て
出
陣
し
た
が
、
戦
傷
が
も
と
で
そ

の
翌
年
二
十
七
歳
で
没
す
る
。

千
葉
の
留
守
は
幼
い
次
男
胤
宗
が
守

っ
て
い
た
。

し
か
し
蒙
古
は
い
つ
来
る
か
解
ら
ず
、
宗
胤
の
九

州
滞
陣
が
長
引
く
う
ち
、
胤
宗
も
成
長
す
る
。
結

局
宗
胤
は
千
葉
介
を
弟
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
宗
胤
の
子
孫
は
肥
前
千
葉
氏
と

な
る
。

（
末
裔
は
鍋
島
の
家
臣
と
し
で
残

っ
た
。
）

宗
胤
の
子
が
胤
貞
、
胤
宗
の
子
が
貞
胤
。

尊
氏
の
頃
、
胤
貞
は
足
利
方
、
貞
胤
は
新
田
方

と
別
れ
た
が
、
貞
胤
は
新
田
滅
亡
の
後
足
利
に
帰

服
、
本
領
維
持
す
る
を
得
た
。

東
氏
は
千
葉

一
門
で
あ
る
。

常
胤
の
六
男
、
胤
頼
が
北
総
東
端
の
東
庄
を
領

し
、
東
氏
を
名
乗

っ
た
。
承
久
の
乱
の
功
で
美
濃

国
郡
上
の
地
を
貰
い
、
東
庄
と
併
せ
て
領
有
し
て

い
た
。

常
縁
は
美
濃
に
常
駐
し
て
い
た
ら
し
い
。
代
々

歌
人
を
以

っ
て
聞
こ
え
て
い
た
。
宮
中
に
も
出
入

り
し
、
公
卿
た
ち
と
も
付
き
合
い
深
か

っ
た
。
古

今
伝
授
の
二
条
家
か
ら
そ
の
資
格
を
許
さ
れ
、
連

歌
師
宗
祇
に
古
今
集
を
教
え
た
こ
と
で
名
高
い
。

但
し
単
な
る
歌
人
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
武
人
と

し
て
も
実
力
が
あ

っ
た
。

こ
の
頃
関
東
で
足
利
成
氏
が
乱
を
起
こ
し
、
千

葉
家
に
も
内
紛
が
起
こ
っ
た
。
常
縁
は
将
軍
義
政

の
命
を
受
け
、
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
関
東
に
下

っ
た
。
彼
は
上
杉
方
の
千
葉
介
胤
直
を
殺
し
た
成

氏
派
の
康
胤
と
村
田
川
畔
で
戦
い
こ
れ
を
破

っ
た
。

本
領
で
あ
る
東
庄
の
経
営
や
千
葉
家
の
行
方
も
気

に
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
郡
上
が
美
濃
守
護

代
に
奪
わ
れ
る
事
件
が
起
こ
り
慌
て
て
帰
る
。
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一Ｆ

ｉ
ｌ

ｉ

ｒ
ル

σ

色

‘

フ

ヨ

ー

サ

ィ

，

コ

２
１

′

づ

子

に

コ
ノ
ｔ
早

Ｌ

た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
機
会
は
や

っ
て
く
る
。

常
縁
の
子
孫
に
も
内
紛
や
無
嗣
断
絶
等
あ

っ
た

が
、
遠
藤
氏
の
名
で
江
州
三
上

一
万
石
と
し
て
明

治
に
い
た
り
、
明
治
に
東
氏
に
復
し
て
い
る
。

胤
直
、
康
胤

享
徳
四
年

（
一
四
五
五
）
の
千
葉
家
の
内
紛
は
、

円
城
寺
、
原
と
い
う
重
臣
同
士
の
確
執
か
ら
始
ま

り
、
前
者
を
支
持
し
た
千
葉
介
胤
直
、
原
に
組
し

た
馬
加
康
胤
が
対
立
し
た
も
の
と
云
わ
れ
る
。
康

胤
に
は
家
督
へ
の
野
心
も
あ

っ
た
。
結
局
胤
直
が
、

亥
鼻
城
を
襲
わ
れ
、
息
子
胤
宣
、
弟
賢
胤
と
共
に

多
古
に
逃
げ
る
も
そ
こ
で
殺
さ
れ
る
。

こ
れ
に
は
古
河
公
方
足
利
成
氏
と
上
杉
氏
の
対

立
が
大
き
く
関

っ
て
い
た
。
胤
直
は
成
氏
と
上
杉

が
対
立
す
る
や
、
母
が
上
杉
氏
の
為
、
上
杉
方
に

つ
い
た
。
そ
こ
で
康
胤

・
原
は
成
氏
方
に
つ
き
、

そ
の
兵
を
借
り
て
亥
鼻
城
を
焼
討
ち
し
た
。
義
政

は
成
氏
、
康
胤
討
伐
を
常
縁
に
命
し
た
の
で
あ
る
。

康
胤
の
流
れ
が
千
葉
介
を
継
承
し
て
い
＜
が
、

最
後
ま
で
成
氏
と
子
孫
即
ち
古
河
公
方
の
味
方
で

あ

っ
た
。　
一
方
、
胤
直
の
弟
賢
胤
の
子
ら
が
上
杉

氏
を
頼
り
、
道
灌
の
配
慮
で
武
蔵
千
葉
氏
を
興
し

志
村
に
城
を
築
く
。

胤
直
は
本
城
を
焼
討
ち
さ
れ
て
、
何
故
多
古
に

逃
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

多
古
は
北
総
き

っ
て
の
水
田
地
帯
で
あ
る
。
古

Ｆ
”
瑾
刀
』
用
Ｌ
桟

〓
―
墓
”
ノ
刀

，
ａ

習
舛
″
ｋ

当
醒
ハ
レ
´
さ
ヽ
ヮ
′
■
み
ヽ
、フ
ヘ
ナ
リ
ノ
くヽ

ナ
得

っ
て
し
ま

っ
た
。
宗
胤
の
子
孫
は
肥
前
千
葉
氏
と

く
は

「
千
田
庄
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
広
い
田
が

広
が
り
、
現
在
も
多
古
米
と
い
え
ば
県
下
随

一
の

プ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
千
葉
氏
歴
代
は
多
古
城
、
鳴

城
等
を
設
け
、
こ
の
地
を
重
ん
し
て
き
た
。
ま
た
、

印
施
沼
を
中
心
に
佐
倉
も
広
い
水
田
地
帯
を
有
す

る
。
し
か
し
佐
倉
は
当
時
馬
加
康
胤
の
勢
力
範
囲

に
あ

っ
た
為
、
胤
直
は
多
古
へ
落
ち
延
び
た
。

胤
直
三
十
七
歳
。

「
千
葉
家
世
紀
」
と
い
う
本

で
は

「
性
粗
暴
に
し
て
、
群
下
に
礼
な
く
、
た
め

に
人
心
を
失
う
」
、
ま
た
康
胤
に
つ
い
て
は

「
才

文
武
を
兼
ね
威
厳
あ
り
て
諸
人
に
重
ん
ぜ
ら
る
」

と
あ
る
。
ま
た

「
千
葉
実
録
」
な
る
本
で
は
康
胤

を

「
主
君
の
家
を
滅
ぼ
し
奉
り
て
栄
華
を
極
む
る

こ
と
天
罰
恐
る
べ
し
、
と
て
世
人
挙

っ
て
に
く
み

け
り
」
と
あ
る
。

彼
は
常
縁
に
敗
れ
討
ち
死
す
る
が
、
世
は
下
克

上
の
時
代
、
主
殺
し
な
ど
珍
し
く
も
無
か

っ
た
。

輔
胤
、
重
胤

輔
胤
は
、
佐
倉
時
代
の
千
葉
氏
の
な
か
で
は
出

色
の
人
物
。
康
胤
の
子
な
が
ら
、
常
縁
が
美
濃
ヘ

還

っ
た
た
め
、
千
葉
介
と
な

っ
た
。
本
佐
倉
城
を

築
き
、
家
督
を
子
孝
胤
に
譲

っ
た
後
も
長
生
き
し

て
七
十
二
歳
で
死
ん
だ
。

文
明
三
年

（
一
四
七

一
）
、
古
河
公
方
成
氏
は

上
杉
方
に
古
河
城
を
落
と
さ
れ
、
輔
胤

・
孝
胤
父

に

な

´

て

い

た

て

慶

／

ぅ́

力

　

甜

上

方

咲

濃

守

認

代
に
奪
わ
れ
る
事
件
が
起

こ
り
慌
て
て
帰
る
。

子
を
頼
る
。
輔
胤
の
本
佐
倉
城
は
印
施
沼
に
面
し
、

水
利
四
方
八
方
へ
繋
が

っ
て
い
た
。
古
河
も
舟
で

通
し
て
お
り
、
輔
胤
の
手
の
者
が
導
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
成
氏
は
何
処
に
居
住

し
た
の
か
？
　
四
通
り
の
説
が
あ
る
が
、
確
証
は

な
い
。
私
は
本
佐
倉
城
の
城
内
、
現
在
土
地
の
人

が

「
セ
ッ
テ
イ
山
」
と
呼
ぶ

一
郭
だ
ろ
う
と
、
考

え
て
い
る
。
セ
ッ
テ
イ
は
接
待
の
訛

っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
防
備
厳
重
な
郭
で
あ
る
。
発
掘
調
査
の

際
、
碁
石
、
茶
壺
、
火
箸
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

輔
胤
か
ら
八
代
目
が
最
後
の
千
葉
介
、
重
胤
で

あ
る
。
こ
の
頃
は
家
勢
既
に
衰
え
、
そ
の
前
二
代

は
小
田
原
か
ら
後
北
条
氏
の
娘
を
妻
に
迎
え
、
実

質
後
北
条
家
の
配
下
に
あ

っ
た
。
重
胤
は
十
歳
で

父
邦
胤
が
家
臣
に
殺
さ
れ
た
た
め
、
家
督
を
継
い

だ
が
、
小
田
原
に
人
質
と
な

っ
て
、
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
落
城
を
む
か
え
る
。

小
田
原
滅
亡
後
、
北
総
を
含
む
関
東

一
円
は
家

康
に
帰
し
、
千
葉
氏
及
び
家
臣
は
浪
人
し
た
。
家

臣
は
他
家
に
仕
え
た
者
も
い
た
が
、
大
半
は
帰
農

し
庄
屋
ク
ラ
ス
に
な

っ
た
。
佐
倉
惣
五
郎
と
し
て

知
ら
れ
る
木
内
宗
吾
も
そ
の
子
孫
で
あ
る
。

重
胤
は
寛
永
十
年

（
一
六
三
三
）
江
戸
の
値
巻

に
嗣
子
な
く
死
に
、
弟
俊
胤
の
子
孫
が
鏑
木
姓
で

神
職
と
し
て
残

っ
た
と
い
う
。
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恵

昨
年
の
民
主
党
へ
の
政
権
交
替
で
、
自
民
党
が

米
国
と
沖
縄
県
と
で
取
り
決
め
た
普
天
間
基
地
の

移
設
問
題
が
、
民
主
党
が
公
約
に
う
た
っ
た

「
他

の
移
設
先
を
探
す
」
を
模
索
し
て
い
る
た
め
、
米

国
の
反
発
を
呼
び
、
日
米
同
盟
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ

の
で
は
と
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

実
は
、
二
国
間
の
合
意
事
項
を
根
本
的
に
覆
す

事
の
至
難
さ
か
ら
、
民
主
党
は
県
外
移
設
の
明
言

を
避
け
た
の
だ
が
、
連
立
を
組
ん
だ
少
数
党
の
国

民
新
党
と
社
民
党
は
、
数
少
な
い
国
会
議
員
に
沖

縄
県
出
身
者
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
県
外
移
設
を

強
硬
に
主
張
し
、
民
主
党
も
県
内
移
設
で
の
ソ
フ

ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
状
況
に
対
し
て
、
鳩
山
首
相
は
開
け
た
ら
収

拾
が
つ
か
な
く
な
る

「
バ
ン
ド
ラ
の
箱
」
を
開
け

る
か
ら
、
迷
走
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
非
難
す
る

声
が
あ
る
。

米
軍
基
地
の
過
半
数
は
沖
縄
県
に
あ
る
そ
う
だ

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
本
土
の
我

々

（
大
和
民
族

）

は
、

「
気
の
毒
だ
な
あ
―
、
と
は
言
え
日
本
の
防

衛
上
は
米
軍
の
駐
留
は
必
要
で
、
駐
留
米
軍
の
消

費
経
済
と
日
本
政
府
の
大
型
財
政
支
援
で
沖
縄
経

済
が
潤

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
騒
音
程
度
は
我
慢

す
べ
し
」
と
今
で
も
大
半
の
人
は
思

っ
て
い
る
筈

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
完
全
に
本
土

の
全
く
の
エ
ゴ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
自
分
の

住
む
地
域
に
は
ご
み
処
分
場
や
原
子
力
発
電
所
の

建
設
は
困
る
、
必
要
な
の
は
分
か
る
が
迷
惑
な
の

で
、
他
人
の
住
む
地
域
に
建
設
し
て
く
れ
、
と
言

う
エ
ゴ
と
は
全
く
異
次
元
の
、
国
家
的
な
大
問
題

な
の
で
あ
る
。

琉
球
民
族
の
歴
史
を
簡
単
に
紐
解
く
と
、
実
に

気
の
毒
な
民
族
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

歴
史
上
登
場
す
る
琉
球
国
は
、
独
立
国
と
し
て

中
国
の
明

・
清
に
朝
貢
す
る
傍
ら
、
日
本

（
薩
摩

藩

）
に
も
朝
貢
し
て
何
と
か
独
立
国
を
維
持
し
て

い
た
。
し
か
し
、
明
治
初
期
沖
縄
藩
と
さ
れ
琉
球

王
国
は
滅
亡
す
る
。

太
平
洋
戦
争
で
は
、
米
軍
の
真

っ
先
の
攻
撃
の

矢
面
に
立
た
さ
れ
全
島
が
焦
土
と
化
す
。
敗
戦
後

は
米
軍
の
統
治
下
に
人
り
、
本
上
が

一
早
く
占
領

か
ら
開
放
さ
れ
て
も
、
米
軍
の
占
領
を
受
け
続
け
、

米
国
か
ら
開
放
さ
れ
る
の
は
、　
一
九
七
二
年
で
あ

る
。
そ
の
返
還
の
前
提
条
件
と
な

っ
た
の
は
、
既

存
の
米
軍
の
主
要
基
地
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
結
果
が
、
今
日
の
沖
縄
県
の
様
相
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
万
年
政
権
与
党
の
自
民

党
は
、
米
軍
基
地
の
列
島
シ
フ
ト
は
列
島
の
猛
反

対
が
確
実
で
あ
る
の
で
、
既
成
事
実
化
し
て
い
る

沖
縄
県
内
で
の
移
設
と

一
部
グ
ァ
ム
ヘ
の
移
転
で

お
茶
を
濁
し
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
日
本
の
大
多
数
の
大
和
民
族
の
対

外
防
衛
の
負
担
を
、
わ
が
国
に
編
入
さ
れ
て
未
だ

一
五
〇
年
未
満
の
少
数
民
族
の
沖
縄
民
族
に
さ
せ

て
、
更
に
今
後
も
継
続
し
よ
う
と
し
た
の
が

「
普

天
間
基
地
の
名
護
市
辺
野
古
移
設
案
」
で
あ
る
。

以
上
が
冷
静
な
歴
史
観
と
思
う
が
、
だ
と
す
る

と
次
の
よ
う
に
総
括
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

琉
球
民
族
は
日
本
国
に
吸
収
さ
れ
て
、
即
ち
薩

摩
藩
の
属
領
と
さ
れ
て
約
四
〇
〇
年
、
琉
球
県
と

な

っ
て
約

一
四
〇
年
、
租
税
を
収
奪
さ
れ
続
け
、

人
命
と
財
産
を
保
護
し
て
く
れ
る
と
思
い
き
や
、

真

っ
先
に
他
国
の
攻
撃
と
占
領
を
受
け
、
占
領
か

ら
開
放
さ
れ
て
も

「
宗
主
国
」
日
本
列
島
の
戦
略

上
の
最
大
の
防
衛
拠
点
と
し
て
の
犠
性
を
求
め
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
今
回

の
民
主
党
の
混
迷
振
り
を
非
難
す
る
だ
け
で
な
く

同
じ
民
族
と
し
て
公
平
な
負
担
を
、
列
島
の
大
和

民
族
も
負
う
責
任
が
あ
る
と
思
う
。
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こ

「
気

の
毒
だ
な
あ
―
、
と
は
言
え
日
本

の
防

そ
　
そ
¢
辺
還
の
前
提
条
件
と
な

っ
た
の
は
、
既

存
の
米
軍

の
主
要
基
地
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ

民
族
も
負
う
責
任
が
あ
る
と
思
う

。
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磐

余

王

朝

中

山

　

喬

央

結
論桜

井
茶
臼
山
古
墳
の
被
葬
者
は
壱
与
で
あ
り
、

彼
女
は
磐
余
王
朝
の
創
始
者
で
あ
る
。

理
由

①
　
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
年
代
は
二
期
に
入
る
。

②
　
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
祭
杷
関
連
副
葬
品
及
び

出
土
遺
物
は
抜
群
の
内
容
で
あ
る
。

③
　
士τ
与
は
卑
弥
呼
の
宗
女
で
あ
る
。

④
　
磐
余
と
は
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
西
南
か
ら
香

具
山
の
東
側

一
帯
に
か
け
て
の
地
方
を
指
し

神
日
本
磐
余
彦
　
天
皇
と
詮
号
さ
れ
た
神
武

天
皇
が
い
る
。
更
に
神
功
皇
后
、
十
七
代
履

仲
天
皇
、
二
十
二
代
清
寧
天
皇
、
二
十
六
代

継
体
天
皇
、
三
十

一
代
用
明
天
皇
が
皇
居
を

設
け
た
の
で
あ
る
。

説
明こ

の
四
つ
の
理
由
を
結
び
つ
け
た
の
は
、
桜
井

茶
臼
山
古
墳
に
於
け
る
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
水
銀
朱
の
出
土
で
あ

っ
た
。
水
銀
は
辰
砂
を
焼

い
て
つ
く
る
。
常
温
で
液
体
を
保
つ
唯

一
の
金
属

で
あ
る
が
、
古
来
よ
り
赤
色
顔
料
、
薬
品
等
と
し

て
珍
重
さ
れ
極
め
て
高
価
な
も
の
で
あ

っ
た
。

和
田
維
四
郎
著

『
日
本
鉱
物
誌
』
に
よ
る
と
、

辰
砂
の
産
出
地
と
し
て
伊
勢
三
重
郡
水
江
村
、
大

和
宇
陀
郡
駒
帰
村
、
大
和
多
武
峰
、
大
和
宇
陀
郡

曽
爾
村
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
駒
帰
村
産
の

も
の
に
つ
い
て
は
、

「
石
英
脈
中
に
染
鉱
し
、
其

の
空
隙
に
お
い
て
は
微
細
な
る
結
晶
の
点
在
す
る

も
の
あ
り
、
透
明
に
し
て
美
一毘
な
り
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
発
掘
焼
成
さ
れ
て
使
用

さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。

一
方
磐
余
を
地
盤
に
し
た
豪
族
に
安
倍
氏
が
い

る
。
こ
こ
は
又
東
国
へ
の
交
通
路
と
南
北
の
街
道

が
交
差
す
る
地
点
で
も
あ
り
、
交
易
の
要
と
し
て

の
経
済
効
果
を
享
受
で
き
る
場
所
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
結
果
、
莫
大
な
経
済
力
を
保
持
す
る
こ
と

に
な

っ
た
安
倍
氏
の
勢
力
が
、
他
の
豪
族
よ
り
も

優

っ
た
時
に
は
、
こ
の
磐
余
の
地
に
王
宮
を
置
く

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

先
ず
最
も
卓
越
し
た
時
期
が
桜
井
茶
臼
山
古
墳

の
時
代
で
、
鏡
八

一
～
壱
百
面
、
玉
杖
、
水
銀
朱

二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
出
土
は
、
ど
れ

一
つ
を
と
っ

て
も
抜
群
の
祭
把
用
副
葬
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

三
つ
も
兼
ね
備
え
た
被
葬
者
は
、
古
墳
の
年
代
か

ら
壱
与
以
外
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

フ●
。

あ
と
が
き

最
近
桜
井
茶
臼
山
古
墳
出
土
鏡
片
の
記
事
が
新

聞
紙
面
を
賑
わ
し
た
。
先
ず
鯨
さ
ん
か
ら
次
い
で

三
戸
岡
さ
ん
か
ら
も
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。

一
方
で
マ
ス
コ
ミ
考
古
学
と
い
う
言
葉
を
耳
に

す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
要
は
発
表
者
が
自
分
の
考

え
通
り
に
大
き
く
発
表
し
て
く
れ
る
マ
ス
コ
ミ
に

優
先
し
て
情
報
を
流
し
、
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
研
究
面
で
優
位
を
か
ち
と
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
風
潮
を
苦
々
し
く
思

っ
て
い
た
矢
先
だ

っ

た
の
で
、
思
わ
ず
ご
両
所
に
厳
し
い
感
想
を
述
べ

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
自
分
は
ど
う
考
え
る
か
発

表
し
て
み
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
紙
面
を
汚
し

た
次
第
で
あ
る
◇

と
は
い
う
も
の
の
、
今
を
去
る
十
五
年
前
に
吉

村
ゼ
ミ
で

「
磐
余
の
い
わ
れ
」
の
レ
ポ
ー
ト
を
提

出
し
、
十
年
前
に
は
玉
杖
の
出
土
古
墳
と
し
て
桜

井
茶
臼
山
古
墳
を
勉
強
し
た
小
生
に
と

っ
て
は
、

今
回
拙
文
を
し
た
た
め
る
為
に
訪
問
し
た
茶
臼
山

・
メ
ス
リ
山
を
始
め
と
す
る
古
墳
群
、
安
倍
文
殊

院
、
履
仲
天
皇
ゆ
か
り
の
稚
桜
神
社
を
始
め
と
す

る
磐
余
の
地
は
思
い
出
深
い
も
の
と
な

っ
た
。
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次

郎

秋
葉
神
社
か
ら
秋
葉
街
道
を

一
路
南
へ
歩
く
と

遠
州
森
町
に
出
る
。
秋
葉
街
道
に
は
、
今
も
当
時

の

「
常
夜
灯
」
が
所
々
に
残

っ
て
い
て
、
往
時
を

偲
ば
せ
て
く
れ
る
。

森
町
か
ら
は
東
へ
向
か
う
と
東
海
道
掛
川
宿
へ

南
は
見
付

（
現
磐
田
市

）
宿
へ
、
西
へ
向
か
え
ば

二
俣
を
通

っ
て
浜
松
へ
と
道
路
は
通
し
、
当
時
森

町
は
北
遠
で
の
交
通
の
要
衝
で
あ

っ
た
。

江
戸
中
期
以
降
、
森
町
は
古
着
の
集
散
地
と
し

て
栄
え
た
。
こ
れ
も
森
町
か
ら
東

・
南

・
西
い
ず

れ
の
道
も
東
海
道
に
繋
が
り
、
当
時
水
量
豊
か
な

大
田
川
が
水
運
機
能
を
果
た
し
、
地
元
物
産
の
お

茶

・
椎
茸
に
加
え
て
古
着
商
人
で
賑
わ

っ
て
い
た

と
言
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
幾
つ
か
の
商
人
宿

・
お

座
敷
料
亭
が
あ

っ
て
昭
和
二
十
年
代
ま
で
残

っ
て

い
た
。

森
町
の
北
端

、
城
下

（
森
町
の
中
の
字
名

）
か

ら
め

の
み
や

ら
天
宮

（
同

）
を
通

っ
て
新
町

・
中
町

・
本
町
と

歩
く
と
、
新
町
当
た
り
か
ら
中
町

・
本
町
に
は
、

屋
敷
の
中
や
表
通
り
か
ら
奥
に
入

っ
て
い
る
細

い

路
地
に
面
し
て
建

っ
て
い
る
、
自
壁

の
上
蔵
が
数

多
く
日
に

つ
い
た
。

そ
の
自
壁

の
土
蔵
は
、
遠
州

の
富
を
集
め
て
い

た
と
言
わ
れ
た
森
町
の
繁
栄
の
歴
史
的
遺
物
で
あ

っ
た
が
、
小
生

の
子
ど
も
の
頃
は
、
そ
の
繁
栄
は

既
に
な
く

、
ど
こ
の
上
蔵
も
そ
の
家
の
古
く
か
ら

伝
わ
る
品
物

の
保
管
場
所
と
な

っ
て
い
た
。

我
が
家

の
先
祖
も
森
町
の
大
店

の

一
つ
で
あ

っ

た
模
様
で
、
明
治
に
な
る
数
年
前

、
森
町
の
物
産

で
あ
る
お
茶

・
椎
茸
を

、
開
港
し
た
ば
か
り
の
横

浜
で
商

い
、
九
百
五
十
二
両

（
お
米

の
単
価
で
換

算
す
る
と
、
現
在
の
五
千
二
百
万
円
程
度
と
な
る

）

を
売
り
上
げ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
商
号
は

鍋
市
商
店
と
言

っ
て
い
た
。

屋
敷

の
奥
に
、
明
治
元
年
に
建
て
た
白
壁

の
大

き
な
土
蔵
が
今
で
も
あ
り

、
家
で
は

「
お
蔵

」
と

呼
ん
で
い
た
。

四
年
前
、
今
は
亡
き
従
兄

（
森
町
長
を
四
期
連

続
で
務
め
た

）
か
ら

、
小
生
は

「
人
の
歴
史
を
書

く
よ
り
も

、
大
田
家

の
歴
史
を
後
世
に
残
せ
。
俺

や
お
前
が

い
な
く
な

っ
た
ら

、
誰
も
分
か
ら
な
く

な

っ
て
し
ま
う

」
と
恰
も
遺
言
の
よ
う
な
依
頼
を

受
け
た
。

そ
の
後
、
従
兄
の
息
子
の
協
力
を
得
て
お
蔵
の

中
を
調
べ
る
と
、
明
治
二
十
四
年
の

一
無
尽
講

」

の
書
類
が
出
て
き
た
。

そ
れ
は
、
現
在
の
Ａ
三
用
紙
六
枚
で
長
方
形
を

作

っ
た
よ
う
な
大
き
さ
の
和
紙
に
、
各
辺
か
ら
十

五
セ
ン
チ
く
ら
い
中
程
に
長
方
形
を
描
き
、
恰
も

座
席
順
を
書
く
よ
う
に
、
下
辺
に

「
講
元
」
の
氏

名
、
そ
の
右
に

「
世
話
人
」
と
し
て
祖
父
の
名
前

が
書
か
れ
、
中
央
に
は

「
金
額
四
百
三
十
七
円
也
」

と
講
金
額
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
紙
の
中
に
書
か

れ
た
長
方
形
の
外
側
に
は
、
十
名
の
参
加
者
氏
名

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
良
く
見
る
と
、
今
で
も
残

っ
て
い
る
家
も
あ

っ
た
。

（
注

・
・
こ
の
四
百
三

十
七
円
は
、
現
在
の
金
額
に
換
算
す
る
と
二
千
万

円
を
超
す
と
考
え
ら
れ
る
）

無
尽
講
は
当
時
の
庶
民
金
融
で
あ
る
。
中
に
は

当
時
の
森
町
役
場
を
経
由
し
て
静
岡
県
知
事
の
認

可
を
え
た

「
無
尽
請
」
も
出
て
き
た
。
県
知
事
の

認
可
を
要
す
る

。
許
認
可
基
準
」
は
分
か
ら
な
い

が
、
お
そ
ら
く

一
定
金
額
以
上
の
無
尽
講
は
、
勝

手
に
組
成
し
て
、
誰
か
が
掛
け
金
が
続
か
な

っ
た

場
合
の
破
綻
危
険
を
避
け
る
た
め
に

「
許
認
可
」

が
必
要
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

祖
父
の
役
割
の

「
世
話
人

」
と
は
ど
ん
な
役
割

な
の
か
、
出
て
き
た
資
料
と
見
比
べ
て
考

え
て
み

る
と
、
無
尽
講
の
組
戊
と
、
中
途
で
の
破
綻
を
回

避
す
る
役
割
で
、
そ
の
驚
（
構
が
最
後
ま
で
機
能
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歩
く
と
、
新
町
当
た
り
か
ら
中
町

・
本
町
に
は
、

屋
敷

の
中
や
表
通
り
か
ら
奥
に
入

っ
て
い
る
細

い

を
全
う
す
る
責
任
を
担
う
大
変
重
要
な
立
場
に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
明
治
十
四
年
か
ら
二
十
年
間
く

ら
い
の
間
に
、
祖
父
が
購
入
し
た

「
土
地
売
買
契

約
書
」
を
丹
念
に
読
み
込
み
、　
一
覧
表
に
し
て
み

た
。
す
る
と
そ
こ
に

「
講
参
加
者
」
氏
名
が
あ
り
、

日
付
も
先
の

「
四
百
三
十
七
円
」
の
講
に
記
載
し

て
あ
る
日
付
よ
り
や
や
後
に
な

っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
最
初
に
請
を
落
と
し
た
人
が
、
あ
と
の
掛
け

金
が
続
か
な
く
な

っ
て
祖
父
が
肩
代
わ
り
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
◇

日
本
の
庶
民
金
融
史
の
中
で
は
、
全
国
い
た
る

と
こ
ろ
に
あ

っ
た
こ
の
よ
う
な

「
無
尽
講
」
が
、

そ
の
後

、
従
兄
の
息
子
の
協
力
を
得
て
お
蔵
の

中
を
調
べ
る
と
、
明
治
二
十
四
年
の

「
無
尽
講

」

地
域
ご
と
に

「
相
互
無
尽
会
社
」
に
発
展
し
、
更

に

一
九
五

一
年
に
相
互
銀
行
法
が
公
布
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
の

「
相
互
無
人
会
社
」
が

「
相
互
銀
行
」

に
変
わ
り
、
各
地
で

「
庶
民
の
相
互
金
融
機
関
」

と
し
て
機
能
を
果
た
し
、
現
在
で
は
地
銀

（
相
互

銀
行
か
ら
銀
行
へ
の
名
称
変
更
時
は
第
二
地
銀
と

呼
ば
れ
て
い
た
）
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
祖
父
は
北
遠
の
商

業
地
森
町
で
、
後
世
の
相
互
銀
行
機
能
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

祖
父
は
そ
の
後

「
森
町
銀
行
」
の
頭
取
を
務
め
、

そ
の
銀
行
は
第
二
十
五
銀
行

（
現
静
岡
銀
行
）
に

吸
収
さ
れ
て
い
る
。

る
と
、
無
尽
講
の
組
成
と
、
中
途
で
の
破
綻
を
回

避
す
る
役
割
で
、
そ
の
無
尽
講
が
最
後
ま
で
機
能

祖
父
の
四
代
前
は

「
藤
市
」
と
い
い
、
家
康
か

ら
駿
河

・
遠
州
の
二
ヶ
国
の
鋳
物
師
頭
領
の
朱
印

状
を
得
た
鋳
物
師
山
田
七
郎
左
衛
円
の
鋳
場

（
鋳

物
工
場

）
が
、
当
時
、
森
町
三
島
神
社
の
南
に
あ

っ
た
。
大
田
家
は
そ
の
極
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ

と
か
ら
遠
州
の

一
定
地
域
で
鍋
を
売
る
権
利
を
得

て
、
屋
号
を

「
鍋
市
商
店
」
と
名
乗

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
代
々

「
鍋
屋
」
と
い
わ
れ

る
由
縁
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
参
考
ま
で
に
森
町

に
は
鍋
が
つ
く
屋
号
で

「
鍋
ご
ん
＝
漢
字
不
明
」

と
言
わ
れ
て
い
た
家
も
あ
り
、
小
生
が
子
ど
も
の

頃
は
大
田
家
と
親
し
い
交
流
が
あ

っ
た
。

以
上

自
由
執
筆

「
牛

乳

」

と

明

治

の

二
大

文

豪

―

鴎

外

・
漱

石

―

諸
橋
　
　
奏

日
本
は
、
幕
末
の
開
国

（
一
人
五
四
年
日
米
和

親
条
約
）
、
維
新

（
一
人
六
八
年

）
を
経
て
、
欧

米
の
文
化
の
摂
取
、
普
及
に
懸
命
で
あ
つ
た
。

明
治
新
政
府
の
政
策
は
、
政
治

・
経
済

・
社
会

を
は
じ
め
、
全
て
の
分
野
に
わ
た
っ
た
。
新
聞
や

雑
誌
の
発
達
も
め
ざ
ま
し
く
、
近
代
文
学
も
急
速

に
花
開
い
た
。
そ
の
代
表
は
森
鴎
外
と
夏
目
漱
石

で
あ
る
。

鴎
外

（
文
久
二
年
～
大
正
十

一
年

）
は
、
明
治

二
十

一
年

（
一
八
八
八
）
ド
イ
ツ
留
学

（
衛
生
学

研
究

）
か
ら
帰
国
、
翌
年
男
爵

・
赤
松
則
良

（
夫

人
貞
は
順
天
堂
創
始
者
佐
藤
泰
然
孫

）
長
女
登
志

子
と
結
婚
し
た
。
二
十
三
年
に

『
舞
姫
』
を
発
表

し
、
作
家
と
し
て
も
才
能
を
示
し
た
。
四
十
年
に

は
第
八
代
陸
軍
軍
医
総
監
に
進
ん
だ
が
、

「
脚
気

病
細
菌
説
」
の
誤
謬
で
、
終
生
の
汚
点
を
残
し
た
。

し
か
し
、
こ
と
牛
乳
に
関
し
て
は
、
帰
国
草
々
の

二
十
二
年
、
創
刊
の

「
衛
生
新
誌
」
に

「
牛
乳
は

‥
‥
母
乳
の
不
足
を
満
た
し
、
病
人

・
老
人
に
効

果
が
あ
る
」
と
推
奨
し
て
い
る
。
ま
た
赤
松
家
を

介
し
て
の
姻
戚
に
は
、
幕
末
、
明
治
の
医
学
界
を

担

っ
た
人
材
が
多
数
い
る
。
当
時
は
、
牛
乳
は
薬

石
で
あ

っ
た
。
泰
然
の
次
男
松
本
順

（
男
爵

・
初

代
陸
軍
軍
医
総
監

）
は
予
防
医
学
の
先
駆
者
で
、
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健
康
増
進
に
牛
乳
飲
用
を
唱
導
、
明
治
三
年
、
伯

父
坂
川
営
晴
に
東
京
初
の
牛
乳
店

（
五
番
町

）
を

開
店
さ
せ
て
い
る
。
六
年
に

「
牛
乳
搾
取
業

」
北

辰
社

（
神
田
猿
楽
町

・
牧
場
は
麹
町
区
飯
田
橋

）

が
出
来
る
が
、
こ
れ
は
順
の
姪
林
多
津
と
結
婚
じ

た
榎
本
武
揚
ら
が
興
し
た
も
の
で
、
共
同
経
営
者

大
鳥
圭
介
は
、
順
と
姻
威
の
緒
方
洪
庵
門
下
で
あ

り
、
武
揚
と
は
箱
館
五
稜
郭
で
の
盟
友
で
も
あ

っ

史
遊
会

［
編
］

『
歴

史

の

み

ち

草

』

埋

も

れ

た

真

相

に

挑

む

発
想
を
か
え
る
と
見
え
て
く
る

歴
史

の

一
コ
マ
を
掘
り
起
こ
す

エ
ッ
セ
イ
集

定
価

（

た
。
洪
庵

の
緒
方
塾

（
大
阪
　
蘭
学

）
門
下
と

い

え
ば
福
沢
論
吉
が

い
る
。
諭
占
は
牛
乳
に

つ
い
て

腸
チ
フ
ス
に
罹

っ
た
折
の
体
験
か
ら

‐
牛
乳
の
効

能
は
牛
肉
よ
り
尚
更
に
大
な
り

。
…
実
に
万
病
の

一
薬
と
称
す
る
も
可
な
り

‐
と
絶
讃
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
諭
占
の
子
捨
次
郎
は
多
津
の
姪
林
き
く

と
結
婚
し
て
お
り

、
論
吉
は
武
揚

、
則
良
と
姻
戚

関
係
に
あ
る
。

夏
目
漱
石

（
慶
應
三
年
～
大
正

三
年

）
は
、
明

治
二
十
六
年

、
イ
ギ
リ
ス

留
学

（
英
語
研
究

）
か

ら
帰
国
し

、
東
京
帝
国
大
学
講́
師
に
就
任
し
た
。

三
十
八
年

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」・
に

「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
出
を
連
載
し
文
名
を
あ
げ
た
。
四
十

一
歳
の
時

朝
日
新
間
に
入
社
し

「
虞
美
人
卓

』
を
は
じ
め
、

名
作
を
発
表
し
た
が

、
二
十
歳
で
胃
潰
瘍

の
た
め

死
去
。

「
猫

」
の
中
で
日
病
に
よ

い
と

‐
一
日
牛

乳
ば
か
り
飲
ん
で
暮
―
・て
み
た
が

、
此
時
は
腸
の

中
で
ど
ぼ
り
ど
ぼ
り
音
が
し
て
、
大
水
で
も
出
た

様
に
思
は
れ
て
終
夜
眠
れ
な
か

っ
た
」
と
記
し
て

い
る
。
乳
糖
下
耐
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
な

ら
、
胃
粘
膜

の
改
善
と
ピ

ロ
リ
蒟
を
減
少
さ
せ
る

効
果
が
あ
る

．
孔
酸
山
Ｌ
Ｇ
Ｈ

・
人
リ
ヨ
ー
グ
ル

ト
で
、
漱
石
の
胃
病
人
生
も
変
わ

っ
て

い
た
の
で

は
，
　

漱
石
の
親
友
正
岡
子
規
は
牛
乳
と
相
性
が

よ
か

っ
た
と
み
え

、

‐
■
乱
軍
を
傑
護
し

，
、キ
■

飲
用
倍

、
三
一倍
増
を

」
と
病
床
で
訴
え
て
い
る
。

子
規
門
下
の
伊
藤
左
千
夫
は
明
治

一十
二
年
、

本
所
区
事
場
町

（
現
錦
糸
町
駅
辺

）
で
牛
乳
搾
取

業
を
始
め
、
こ
れ
を
生
業
と
し
て
い
る
。

漱
石
門
下
の
芥
川
龍
之
介
は
明
治
二
十
五
年

、

京
橋
区
人
船
町

（
現
中
央
区
明
石
町

）
の
牛
乳
販

売
店

、
新
原
敏
三
と
ふ
く
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

た
が
、
偶
母
の
病
で
、
本
所
区
小
泉
町

（
現
墨
田

一区
両
国

）
の
母
の
実
家
で
育
て
ら
れ

、
十
二
歳
の

時

、
芥
川
家
の
養
子
に
な

っ
た
。

同
円

の
久
米
正
雄
は

‐
新
思
潮

」

（
大
正

三
年

）

に
載
せ
た

「
牛
乳
屋
の
兄
弟

』
が
好
評
を
博
し
、

新
進
作
家
入
り
を
果
し
た
。

鴎
外
　
漱
石
が
明
治
の
二
大
文
豪
と
称
さ
れ
る

所
以
は
、
二
人
が
文
学
作
品
を
通
し
て
日
本
の
近

代
文
明
を
鋭
く
批
判

、
そ
れ
が
現
代
に
通
じ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
と

い
わ
れ
る
。　

．
牛
乳

」
は
こ
の
三

人
の
何
分
か
の
滋
養
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

※
事
務
局‥
だ
よ
り

４
月
の
例
会
は

『
歴
史
の
み
ち
草
』
の
読
後
感
想

会
で
す

。
そ
の
た
め
４
月
以
降

の
講
演
ｉ
ｔ
は

一

ヶ
月
ず

つ
ず
れ
込
み
ま
す
の
で
ご
注
意
く
た
さ

い
＾

但
し

、
執
筆
予
定
者
は
変
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
の

■
■
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